
一
頁

○

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
中
山
間
地
域
等
の
地
域
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
八
十
三
号
）
（
抄
）
【
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
施
行
】

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

現

行

一

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成

一

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成

十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

位
数
表
（
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。

位
数
表
（
以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。

）
の
訪
問
介
護
費
の
注

、
訪
問
入
浴
介
護
費
の
注
６
、
訪
問
看
護
費
の
注

）
の
訪
問
介
護
費
の
注

、
訪
問
入
浴
介
護
費
の
注
６
、
訪
問
看
護
費
の
注

12

12

８
及
び
福
祉
用
具
貸
与
費
の
注
２
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
の

８
及
び
福
祉
用
具
貸
与
費
の
注
２
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
の

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
十
号
）
別

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
十
号
）
別

表
指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
居
宅
介
護
支

表
指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
居
宅
介
護
支

援
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
居
宅
介
護
支
援
費
の
注
４
、
指

援
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
居
宅
介
護
支
援
費
の
注
４
、
指

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平

定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平

成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
別
表
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
別
表
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給

ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給

付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

費
の
注
７
及
び
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の
注
７
、
指
定
介
護
予
防
サ

費
の
注
６
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に

ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労

関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
指
定

働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー

位
数
表
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い

ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
介
護
予
防
訪
問
介
護
費
の
注

う
。
）
の
介
護
予
防
訪
問
介
護
費
の
注
５
、
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
の

５
、
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
の
注
６
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の
注
７

注
６
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の
注
７
及
び
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
費
の

及
び
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
費
の
注
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る

注
２
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の

地
域

算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
八
号
）
別

表
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予

防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の
注
７
の
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る

地
域厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第

告
示
第
九
十
三
号
）
第
二
号
の
そ
の
他
の
地
域
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

二
十
二
号
）
第
二
号
の
そ
の
他
の
地
域
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当



二
頁

に
該
当
す
る
地
域
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
（
平
成
二
十
四
年

す
る
地
域
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告

厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
号
）
に
規
定
す
る
地
域
を
除
い
た
地
域

示
第
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
地
域
を
除
い
た
地
域

イ

豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第

イ

豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
豪
雪
地
帯
及
び
同
条
第
二
項
の
規

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
豪
雪
地
帯
及
び
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
特
別
豪
雪
地
帯

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
特
別
豪
雪
地
帯

ロ

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置

ロ

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
辺
地

規
定
す
る
辺
地

ハ

半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規

ハ

半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域

ニ

特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備

ニ

特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
農
山
村
地
域

規
定
す
る
特
定
農
山
村
地
域

ホ

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第

ホ

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域

二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
介
護
費
の
注

、
訪

二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
介
護
費
の
注

、
訪

13

13

問
入
浴
介
護
費
の
注
７
、
訪
問
看
護
費
の
注
９
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

問
入
浴
介
護
費
の
注
７
、
訪
問
看
護
費
の
注
９
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
費
の
注
３
、
通
所
介
護
費
の
注
５
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注

ン
費
の
注
３
、
通
所
介
護
費
の
注
３
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注

４
及
び
福
祉
用
具
貸
与
費
の
注
３
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
費
単
位

及
び
福
祉
用
具
貸
与
費
の
注
３
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
費
単
位

7

数
表
の
居
宅
介
護
支
援
費
の
注
５
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付

数
表
の
居
宅
介
護
支
援
費
の
注
５
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付

費
単
位
数
表
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費
の
注
８
並
び
に

費
単
位
数
表
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費
の
注

並
び
に

7

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
介
護
費

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
介
護
費

の
注
６
、
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
の
注
７
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の

の
注
６
、
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
の
注
７
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の

注
８
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注
３
、
介
護
予
防
通
所

注
８
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注
３
、
介
護
予
防
通
所

介
護
費
の
注
２
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注
２
及
び
介

介
護
費
の
注
２
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注
２
及
び
介

護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
費
の
注
３
の
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
地
域

護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
費
の
注
３
の
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
地
域

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
地
域

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
地
域

イ

離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の

イ

離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域

規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域

ロ

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九

ロ

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九



三
頁

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
奄
美
群
島

ハ

豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第

ハ

豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
豪
雪
地
帯
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
豪
雪
地
帯
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
特
別
豪
雪
地
帯

さ
れ
た
特
別
豪
雪
地
帯

ニ

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置

ニ

辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
辺
地

規
定
す
る
辺
地

ホ

山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規

ホ

山
村
振
興
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
振
興
山
村

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
振
興
山
村

ヘ

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九

ヘ

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
笠
原
諸
島

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
笠
原
諸
島

ト

半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規

ト

半
島
振
興
法
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域

定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
半
島
振
興
対
策
実
施
地
域

チ

特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備

チ

特
定
農
山
村
地
域
に
お
け
る
農
林
業
等
の
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
特
定
農
山
村
地
域

規
定
す
る
特
定
農
山
村
地
域

リ

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第

リ

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域

ヌ

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
条
第
三

ヌ

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三
条
第
三

号
に
規
定
す
る
離
島

号
に
規
定
す
る
離
島


